
電子契約・電子保証の契約までの流れ（例：財政課入札案件の建設工事等）
※その他の契約（業務委託・物品購入等）については建設工事等に準じて行います。

受注者 市入札担当課 市発注課

入札 入札

落札候補者

※1 事後審査書類

電子契約利用申出書

契約書（案）作成

※2 電子保証認証キー

工程表 転送 受領

技術者等の通知等必要書類 工程表

※2 前金払電子保証認証キー 技術者等の通知等必要書類

前金払請求書

前金入金 前払い金支出

変更工事協議 変更工事承諾

変更契約書（案）作成 ※2 電子保証確認 変更契約依頼

※2 電子保証認証キー 変更契約締結伺

と同じ

※1 一般競争入札の場合のみ対応とします。

※2 契約保証については必要に応じて対応とします。

※2 契約保証について金融機関保証・損害保険の保証の場合は、原本を入札担当課に提出してください。

※2 契約保証について現金納付の場合は、入札担当課で手続きが必要です。

契約締結権限者が
契約書確認・承認

契約締結（タイムスタンプ）

※2 電子保証確認

※1 落札決定通知

※1 審査書類確認

契約締結伺

契約書をクラウドサインに
アップロード

市承認者が
契約書確認・承認

契約担当者が
契約書確認・承認

※2 電子保証確認

※契約担当者が承認する
と契約締結権限者にメー
ルが届きます。

紙

※1 電話

メール

メール

メール メール

紙

メール

★

★


